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新潟県転入転出理由調査の概要 

 

１ 調査根拠 

 「新潟県転入転出理由調査要綱」及び「新潟県転入転出理由調査実施要領」。 

 

２ 調査目的 

 転入転出の理由を調査して、人口の移動実態の分析に資するための行政施策の基礎資料を

得ることを目的とする。 

 

３ 調査対象 

新潟県内の市町村で住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）の規定に基づき転入届又は

転出届を行った日本国籍を有する者（郵便による転出届を行った者を除く）。ただし、県内

他市町村への転出は、転入時の調査結果を転出時のものとみなすこととし、調査しない。 

 

４ 調査期間 

 令和６年 10 月から令和７年９月までの１年間 

 

５ 調査事項 

 調査事項は、性別を除き必須回答である。 

(１) 転入・転出月 

(２) 年齢 

  (３) 性別  

（４） 転入・転出前後の住所 

（５） 転入・転出理由 

ア 「職業」……就業、転勤、求職、転職、開業など職業関係による移動 

イ 「学業」……就学、退学、転校など学業関係による移動 

ウ 「住宅」……家屋の新築、公営住宅･借家への移転など住宅の都合による移動 

エ 「戸籍」……結婚、離婚、養子縁組、復縁など戸籍関係による移動 

オ 「その他」……上記以外による移動 

カ 「家族」……転入・転出の直接の原因となった者に伴って転入・転出する家族

の移動。回答の選択肢に含めない。 

※） 複数人が一緒に転入・転出した場合、調査票には全員の年齢、性別を記入す

ることとしているが、転入・転出理由については、転入・転出の直接の原因と

なった者（複数の場合はいずれか１人）の理由を回答することとしている。そ

のため、直接の原因となった者に伴って転入・転出する者の理由は一律で「家

族」として集計している。 

※） 統計表では、「家族」理由を転入・転出の直接の原因となった者の理由毎に

細分化して掲載している。 
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６ 調査方法 

調査は、市町村窓口を利用して転入届又は転出届を行った者については、市町村が調査の

内容等を調査対象に説明し、「紙調査票」又は「オンライン調査票」による回答を依頼して、

調査対象がいずれかの調査票により回答することによって行う。ただし、市町村の選択によ

り、簡易回答方式（「聞き取り型」又は「転入転出届型」）で調査ができる。 

また、引越し手続オンラインサービスを利用して転出届を行った者については、市町村が

マイナポータルを通じて「オンライン調査票」による回答を依頼して、調査対象が「オンラ

イン調査票」により回答することによって行う。 

※） 調査票及び調査の流れは３ページから７ページを参照。 

簡易回答方式の調査方法と実施市町村は以下のとおり。 

「聞き取り型」 ：市町村職員が転入・転出理由を聞き取る 

調査実施市町村＝新潟市、出雲崎町 

「転入転出届型」：調査対象が転入転出届に転入・転出理由を記入する 

調査実施市町村＝十日町市、五泉市、津南町、関川村 

 

７ その他留意事項 

 地方別の都道府県区分は次のとおり。 

  東  北  ＝ 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 

    関  東  ＝ 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川 

  （うち東京圏 ＝ 埼玉・千葉・東京・神奈川） 

    中  部  ＝ 富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知 

    近  畿  ＝ 三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 

  その他国内 ＝ 鳥取・島根・岡山・広島・山口（以上中国）、 

徳島・香川・愛媛・高知（以上四国）、 

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島（以上九州）、 

沖縄 
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【調査票様式（転入者用）表面】 
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【調査票様式（転入者用）裏面】 
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【調査票様式（県外転出者用）表面】 

 



6 

 

【調査票様式（県外転出者用）裏面】 
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【調査の流れ】 

 


